
本市における新型コロナウイルス感染症の発生を 

受けての当面の対応方針について 
令和２年４月 ６日 

（令和２年４月 ８日改定） 

（令和２年４月１４日改定） 

（令和２年４月１７日改定） 

（令和２年４月２４日改定） 

鶴岡市新型コロナウイルス感染症対策本部決定 

〔趣  旨〕 
 新型コロナウイルス感染症への対応については、これまで政府の

対策本部や専門家会議等の考え方を踏まえ、市対策本部において方

針を定め対応してきたところ。 

令和２年４月５日、本市内においても感染者が確認され、本市が

政府の専門家会議の「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・

提言」（2020 年４月１日）で報告されている「感染確認地域」に該

当することとなったことから、これを踏まえ、学校の運営やイベン

ト、市所有施設の管理などについて、新たな方針を定める。

４月７日、改正新型インフルエンザ等対策特措法に基づく緊急事

態宣言が発令され、４月１６日には実施すべき区域が全都道府県に

拡大された。これを受け、山形県では４月２２日に特措法第４５条

第１項に基づく外出の自粛要請（４月１７日から５月１０日まで）

を行うとともに、第２４条第９項に基づく企業等の営業自粛（４月

２５日から５月１０日まで）を要請した。 

また、本市内においても感染者の発生が続いていること等を踏ま

え、本方針を必要に応じ改定し対応する。 

〔対応の基本方針〕 
１．市民及び行政の行動変容 

市民の皆様に以下の３つの行動をお願いし、周知を図る。 

① 不要不急の外出を避けてください。特に繁華街の接客を伴う

飲食店への外出はしないでください。

② 県内を含む感染が発生している地域との交流や都道府県をま

たいだ移動を自粛してください。

③ 「三つの密」※を避けることを徹底してください。

（※三つの密を避ける取り組み内容は別紙１を参照ください） 

改定箇所を下線で表記しています 

報告資料
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２．小中学校等の取り扱いについて 

（１）小中学校の始業時期について 

始業時期については、５月１１日以降とする。始業に当たって

は、別紙１の対策とともに、咳エチケットや手洗いなどの基本的

な感染症対策を徹底するものとする。 

 

（２）新学期に向けた対応について 

各学校の年間計画に基づいて、通常の授業は５月１１日以降行

うものとする。入学式（始業式）については、５月７日または８

日に行うものとする。その場合にあっては、式典の内容を精選し、

時間を短縮するとともに、参加者については、新入生及びその保

護者、教職員、必要最小限の在校生とする。 

 

（３）部活動について 

部活動の実施については、４月６日から中止とし、再開は５月

１１日以降とする。 

 

３．市が所管する施設の休館について 

不特定多数が利用する市が所管する施設等においては、原則４月

６日から休館とし、再開時期については、５月１１日以降とする。 

ただし、「行政事務及び市民相談窓口などのサービス機能に係る

もの」、「社会生活を維持する上で必要なもの」並びに「特措法に基

づき休止要請することができる施設以外で、屋外施設等で三密の状

態が明らかに回避できるもの」を除く。 

 

４．市が主催するイベント等の取り扱いについて 

（１）本市主催の全国規模の大規模イベント等の取り扱いについて 

本市主催の大規模イベント等については、原則、５月１０日ま

で中止または延期とする。 

５月１１日以降に実施する場合は、市内での新型コロナウイル

ス感染症の感染状況を鑑み、市対策本部判定会議において、事前

に審査を行い、適合している場合のみ開催を認める。これらの場

合、別紙１の取組の徹底に加え、別紙２及び別紙３に取り組まな

ければならない。 
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（２）市が主催するその他のイベント等の取り扱いについて 

① 本市主催の「全国規模の大規模イベント等」には該当しな

いその他のイベント等については、市対策本部判定会議にお

いて、事前に審査を行い、適合している場合のみ開催を認め

る。 

② 基礎疾患及び認知症を有する高齢者等を対象としたイベン

ト等については、感染した場合に重症化するリスクが高いた

め、当面、中止または延期とする。 

 

（３）民間団体等が主催者のイベント等 

   市が主催するイベント等の取り扱いの考え方を情報提供し、

必要に応じ助言を行い、まん延の防止の対策を講じた上で開催

が実施できるよう、民間団体等の主体的な検討対応を促し、最

終的には主催者の判断を尊重する。 

 

５．市民・職員等を派遣する事業 

   感染が確認されている国・地域へ職員等を派遣する事業につ

いては、３月３１日まで見合わせすることとしていたところ。 

新年度４月１日以降については、当面の間、見合わせとする。 

やむを得ず、必要な出張等については、市対策本部判定会議の

承認を得たうえで、マスク着用や手洗い等の対策の徹底を前提

として可能とする。 

    

６．その他 

   改正新型インフルエンザ等特措法に基づく政府対策本部や県

の動向、特に緊急事態宣言等の情報に更に注視し、必要に応じ本

指針の見直しを行う。 

また、本市の経済・生活への影響等に対する情報収集に努め、

あらゆる観点から市として可能な支援を実施する。 
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鶴岡市主催イベント等における「３つの条件が同時に 

   重なった場」を避ける具体的な取組内容  

 

 

１ 密閉（換気の悪い密閉空間）対策                           

○換気設備の適切な運転、点検を実施し、換気機能がない施設においては、窓や扉を 

開けながらの対応とする。 

(3/19 付、「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」より) 

○１時間に１～２回程度の定期的な換気を励行する。 

(3/24 付、「県主催イベント等に関する今後の対応について」より) 

 

２ 密集（多くの人が密集する場所）対策                         

○お互いの距離を１～２ｍ程度あける 

 (3/24 付、「県主催イベント等に関する今後の対応について」より) 

  ○会場に入る定員をいつもより少なく定める。（座席等の間隔をとるよう促す） 

   (3/19 付、「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」より) 

○大規模イベント等については、誘導員を配置し、人を密集させないため、入退場に時

間差を設けたり、通路に誘導のためのラインを引くなどの工夫を行う。 

   (3/19 付、「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」より) 

 

３ 密接（近距離(互いに手を伸ばしたら届く距離)）対策                

○ 人が集まる場での対策 

・声を出す機会の多い場面はマスクを着用させる。 

(3/19 付、「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」より) 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

別紙１ 
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鶴岡市主催の大規模イベント等における「人があつまる

場の前後も含めた適切な感染予防」の具体的な取組内容 

 

１、集団感染予防への対応                             

・「過去２週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした方」や「感染拡大している地域や国

への訪問歴が 14日以内にある方」は、参加を控えていただくよう事前に周知するとともに、

イベントの案内等を送付する際にチラシを同封したり、入場前の入り口や窓口にポスターや

チラシを設置し周知を行う。 

(3/19 付、「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」より) 

・参加者に対し、事前に体温の測定ならびに症状の有無を自ら確認し、具合の悪い場合は参加

を認めないことを、上記の要領で周知を徹底する。 

(3/19 付、「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」より) 

・非接触式体温計による対応が可能な場合については、できる限り、参加時に体温の測定なら

びに症状の有無を確認し、具合の悪い方は参加を認めない。 

(3/19 付、「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」より) 

 

２、イベント時の手洗い環境                            

・アルコール消毒液を入退場口等に設置する。 

(「県主催イベント等に関する今後の対応について」より) 

・会場に入る際の手洗い実施、イベントの途中においても適宜手洗いができる場の確保。 

(3/19 付、「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」より) 

 

３、消毒及び清掃                                 

・参加者の手が触れる場所をアルコールや次亜塩素酸ナトリウムを含むもので定期的にふき取 

りを行う。 

(3/19 付、「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」より) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 
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鶴岡市主催の大規模イベント等における「感染が発生した場

合の参加者への確実な連絡方法の確保」の具体的な取組内容 

 

１、参加者の連絡体制                               

・屋内でのイベントについては、参加者の中に感染者が出た場合の対応として、受付で来場者

受付簿を作成する。なお、入場券の主催者控え（半券）に記入してもらうことも可とする。 

・記入する項目は、氏名、住所、連絡先（電話番号）とする。 

  (3/19 付、「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」より) 

→人が集まる場に参加した者の中に感染者がでた場合には、その他の参加者に対して連絡を 

とり、症状の確認、場合によっては保健所などの公的機関に連絡がとれる体制を確保する。 

  ・屋外のイベントについては、不特定多数の者が参加する形式を変更し、事前に参加者を特定

できるようにイベントの内容をできる限り見直す。その上で、当日事前登録のない入場者を

把握できる出入口を設置し、可能なかぎり屋内と同様の対応に努める。 

別紙３ 
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